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光
栄
に
も
歴
史
あ
る
本
紙
の

「
閑
話
休
題
」の
執
筆
を
仰
せ
つ
か

る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
で
あ
る

か
ら
明
る
い
話
題
か
ら
始
め
た
い

と
も
考
え
た
が
、
こ
こ
は
、
時
節

柄
、「
地
方
自
治
業
界
」
で
最
大
の
話
題
で

あ
る
市
町
村
合
併
問
題
に
触
れ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

今
、「
自
主
」
か
ら
「
強
制
」
へ
と
様
相

を
変
え
つ
つ
あ
る
市
町
村
合
併
に
は
、
納

得
の
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
国
は
巨
額

の
赤
字
の
始
末
を
し
国
家
構
造
を
根
本
的

に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
住
民
の
声
が

出
発
点
で
は

な
い
。

　

ス
イ
ス
の

基
礎
自
治
体

の
平
均
人
口

は
二
千
五
百

人
。
こ
の
国

の
実
証
研
究

は
、
参
加
が
し
や
す
く
分
権
が
進
ん
で
い

る
ほ
ど
、
住
民
が
「
幸
せ
感
」
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
。
現
在
の
ド
イ
ツ
で
も
、
市

町
村
の
平
均
人
口
は
六
千
人
。
電
子
自
治

体
化
が
進
ん
で
広
域
合
併
は
不
必
要
と

な
っ
た
。
私
は
長
年
に
わ
た
り
ド
イ
ツ
の

実
務
家
や
地
方
自
治
研
究
者
に
合
併
論
が

あ
る
か
ど
う
か
聞
い
て
い
る
が
、
誰
も
再

度
の
合
併
論
は
な
い
と
言
い
切
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
日
本
。
な
ぜ
に
こ
れ
ほ

ど
性
急
な
合
併
が
必
要
な
の
か
。
確
か

に
、
あ
る
地
域
で
は
七
つ
の
町
に
、
そ
れ

ぞ
れ
四
百
名
前
後
を
収
容
す
る
立
派
な
コ

ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
は
あ
る
も
の
の
、
一
つ

と
し
て
百
人
規
模
の
研
修
室
が
な
い
。
お

互
い
に
譲
り
あ
う
真
の
広
域
行
政
体
制
が

な
い
の
だ
。
合
併
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ

あ
る
農
山
村
な
ど
で
は
、
非
民
主
的
な

「
戻
り
た
く
な
い
故
郷
」が
あ
る
。
形
だ
け

都
市
化
し
て
人
は
戻
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う

か
。
地
域
も
制
度
疲
労
を
起
こ
し
、
合
併

の
引
き
金
を
自
ら
作
っ
た
。

　

地
域
に
お
い
て
真
の
統
治
能
力
が
な
い

こ
と
が
、
長
く
中
央
政
治
に
利
用
さ
れ
て

き
た
。
だ
が
、
合
併
と
い
う
手
段
で
幸
せ

な
社
会
が
来

る
と
は
思
え

な
い
。

　

現
在
主
流

の
合
併
論
の

矛
盾
や
不
合

理
を
指
摘
す

る
こ
と
は
簡

単
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
に
強
制
的
合
併

は
進
ん
で
い
る
。
吸
収
的
な
合
併
で
大
自

治
体
の
政
策
や
条
例
が
一
律
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
は
一
考
を
要
し
、
対
等
的
な
合

併
で
「
負
担
は
低
、
給
付
は
高
」
を
採
っ

て
も
い
ず
れ
財
政
破
綻
が
来
る
。
小
さ
な

自
治
体
の
優
れ
た
条
例
を
残
す
手
法
開
発

も
必
要
で
あ
る
。
合
併
が
仮
に
不
可
避
の

事
態
と
な
っ
た
と
き
に
、
小
さ
な
自
治
体

の
優
れ
た
政
策
、
実
践
や
条
例
を
新
自
治

体
に
残
す
た
め
、
考
え
行
う
べ
き
こ
と
が

山
積
し
て
い
る
。
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�
昨
今
の
地
方
交
付
税
の
見
直
し
論

　

議
に
つ
い
て

　　

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四

年
度
に
お
い
て
、
①
市
町
村
に
お
け
る
段

階
補
正
の
見
直
し
（
平
成
十
四
年
度
か
ら

十
六
年
度
ま
で
の
三
年
間
）
や
②
事
業
費

補
正
の
見
直
し
（
地
方
債
充
当
率
と
算
入

率
の
引
き
下
げ
）
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
た

め
、
十
五
年
に
お
い
て
も
段
階
補
正
の
見

直
し
の
継
続
に
よ
る
影
響
が
、
多
く
の
町

村
に
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
地
方
単
独
事
業
に
つ
い
て
は
、

十
四
年
度
に
お
い
て
、
算
入
率
が
財
政
力

に
応
じ
三
〇
〜
五
五
％
と
弾
力
的
に
運
用

さ
れ
て
い
た
地
域
総
合
整
備
事
業
債
を
廃

止
し
、
新
た
に
算
入
率
を
三
〇
％
と
す
る

「
地
域
活
性
化
事
業
債
」
の
創
設
に
よ
り
、

実
質
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
措
置
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
た
め
、
元
利
償
還
金
は
十
五

年
度
以
降
影
響
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

（
た
だ
し
、
引
き
下
げ
ら
れ
た
分
は
単
位

費
用
に
振
り
替
え
ら
れ
る
）

�
平
成
十
五
年
度
地
方
交
付
税
の
姿

　

平
成
十
五
年
度
の
財
源
不
足
額
は
、
通

常
収
支
不
足
分
が
一
三
兆
四
、
五
〇
〇
億

円
で
過
去
最
大
の
財
源
不
足
と
な
っ
た
。

地
方
財
政
は
平
成
六
年
度
以
降
多
額
の
財

源
不
足
が
続
き
、
平
成
八
年
度
以
降
地
方

交
付
税
法
第
六
条
の
三
第
二
項
（
交
付
税

率
の
変
更
）に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

不
足
額
に
対
し
て
は
、
財
源
対
策
債
一
兆

八
、
四
〇
〇
億
円
を
充
て
る
ほ
か
、
国
の

一
般
会
計
か
ら
の
加
算
措
置
に
よ
り
一
、

九
〇
〇
億
円
等
を
補
て
ん
す
る
。
残
り
一

一
兆
八
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

三
年
度
の
制
度
改
正
を
踏
ま
え
、
交
付
税

特
別
会
計
借
入
金
を
全
廃
し
、
国
と
地
方

が
折
半
し
、
補
て
ん
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
負
担
分
（
五
兆
五
、
四
〇
〇
億
円
）
に

つ
い
て
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
よ

り
、
地
方
負
担
分
（
五
兆
五
、
四
〇
〇
億

円
）
に
つ
い
て
は
特
例
地
方
債
（
臨
時
財

政
対
策
債
）
に
よ
り
補
て
ん
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
恒
久
的
な
減
税
の
実
施
に
伴
う

影
響
額
は
三
兆
二
、
四
〇
〇
億
円
で
、
こ

の
う
ち
、
地
方
税
の
減
収
分
一
兆
八
、
一

〇
〇
億
円
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
交
付

税
率
の
引
き
上
げ
（
三
二
％
↓
三
五
・
八

％
）
に
よ
り
三
、
五
〇
〇
億
円
、
不
交
付

団
体
を
含
む
全
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

地
方
特
例
交
付
金
八
、
九
〇
〇
億
円
及
び

減
税
補
て
ん
債
四
、
五
〇
〇
億
円
等
を
措

置
す
る
こ
と
に
よ
り
補
て
ん
す
る
。
国
税

の
減
税
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
減
収
分
一

兆
四
、
三
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
は
、
交
付

税
特
別
会
計
の
借
入
れ
等
で
補
て
ん
す
る

が
、
償
還
は
国
と
地
方
で
折
半
す
る
。

　

ま
た
、
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正
に
お

け
る
先
行
減
税
の
実
施
に
伴
う
影
響
額
は

六
、
九
〇
〇
億
円
で
、
こ
の
う
ち
、
地
方

税
の
減
収
分
二
、
四
〇
〇
億
円
に
つ
い
て

は
、
減
税
補
て
ん
債
（
そ
の
元
利
償
還
金

の
全
額
を
後
年
度
基
準
財
政
需
要
額
に
算

入
）
の
発
行
に
よ
り
補
て
ん
、
国
税
の
先

行
減
税
に
伴
う
地
方
交
付
税
の
減
収
分

四
、
五
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
は
、
交
付
税

特
別
会
計
に
よ
り
補
て
ん
し
た
上
、
多
年

度
中
立
と
さ
れ
る
税
制
改
正
の
中
で
、
後

年
度
の
地
方
税
増
収
及
び
地
方
交
付
税
原

資
の
増
収
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
償
還
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
、
平
成
十
五
年
度
の
地

方
交
付
税
総
額
は
、
①
法
定
五
税
に
係
る

地
方
交
付
税
額
一
〇
兆
六
、
一
四
一
億

円
、
②
国
の
一
般
会
計
か
ら
の
加
算
額
五

兆
七
、
七
八
五
億
円
、
③
交
付
税
特
別
会

1

計
借
入
金 
兆
八
、
七
一
七
億
円
の
合
計

額
に
、
交
付
税
特
別
会
計
利
子
支
払
い
額

等
一
、
九
五
〇
億
円
を
差
し
引
い
た
一
八

兆
六
九
三
億
円
と
な
り
、
対
前
年
度
比

七
・
五
％
減
と
な
っ
た
。
な
お
、
臨
時
財

政
対
策
債
（
五
兆
八
、
七
〇
〇
億
円
）
を

加
算
し
た
場
合
の
総
額
は
二
三
兆
九
、
四

〇
〇
億
円
と
な
り
、
対
前
年
度
比
五
・
一

％
増
と
な
る
。

�
基
準
財
政
需
要
額
の
見
直
し

　

交
付
税
の
臨
時
財
政
対
策
債
振
り
替
え

に
伴
う
基
準
財
政
需
要
額
の
縮
減
で
は
、

五
費
目
の
単
位
費
用
を
個
別
に
縮
減
し
て

い
た
従
来
の
手
法
を
変
更
。
平
成
十
五
年

地地
方方
交交
付付
税税
法法
改改
正正
法法
案案
をを
閣閣
議議
決決
定定

　

政
府
は
二
月
七
日
、「
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
案
」
を
閣
議
決
定
し
た
。

同
改
正
法
案
は
、
地
方
交
付
税
の
所
要
額
確
保
の
た
め
総
額
の
特
例
措
置
を
講

じ
る
と
と
も
に
、
行
政
経
費
の
財
源
措
置
の
た
め
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方

法
を
改
正
す
る
も
の
。
平
成
十
五
年
度
の
地
方
交
付
税
総
額
は
一
八
兆
六
九
三

億
円
で
前
年
度
比
七
・
五
％
の
減
少
と
な
る
。
併
せ
て
県
分
の
留
保
財
源
率
を

二
〇
％
か
ら
二
五
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
伴
う
規
定
整
備
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
。

平成１５年度地方交付税算定基礎
（単位　億円、％）

増減率

Ｃ／Ｂ（％）

増減額
Ａ－Ｂ

Ｃ

平成１４年度
当初予算額

Ｂ

平成１５年度

Ａ
区　　　分

－１６．１－２０，３０７１２６，４４８１０６，１４１国税５税の定率分 ①一
般
会
計

６６．９２３，１５３３４，６３２５７，７８５一般会計からの加算分 ②

１．８２，８４６１６１，０７９１６３，９２６計 ①＋②＝③

１．８２，８４６１６１，０７９１６３，９２６一般会計からの繰入額 ③
特
別
会
計

－４６．９－１６，５４１３５，２５８１８，７１７特別会計借入金 ④

１１９．３－１，０６１－８８９－１，９５０借入金等利子充当分等 ⑤

－７．５－１４，７５６１９５，４４９１８０，６９３計 ③＋④＋⑤

－７．５－１４，７５６１９５，４４９１８０，６９３地方交付税総額

※　表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある
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伸び率
（Ｃ）/（Ｂ）×１００

（Ａ）－（Ｂ）
（Ｃ）

平成１４年度
単位費用

（Ｂ）

平成１５年度
単位費用

（Ａ）
区 分

０．００１０，９００１０，９００経 常人 口一 消 防 費
－２．６－３，０００１１４，０００１１１，０００経 常道 路 の 面 積１ 道路橋りょう費

二

土

木

費

－９．６－５５，０００５７１，０００５１６，０００投 資道 路 の 延 長
３．７１，３００３５，１００３６，４００経 常係留施設の延長港

湾２ 港 湾 費 －１．７－１６０９，３１０９，１５０投 資外郭施設の延長
－１．４－２００１４，７００１４，５００経 常係留施設の延長漁

港 －３．１－２１０６，８８０６，６７０投 資外郭施設の延長
１．５２０１，３７０１，３９０経 常都市計画区域に

お け る 人 口３ 都 市 計 画 費 －６．７－８０１，２００１，１２０投 資
１．２８６８１６８９経 常人 口４ 公 園 費 －５．４－１４２５８２４４投 資
１．６７００４４，２００４４，９００経 常都市公園の面積

－１０．０－１５１５０１３５経 常人 口５ 下 水 道 費 ４．８５１０５１１０投 資
０．００１，６３０１，６３０経 常人 口６ その他の土木費 ９７．９３２９３３６６６５投 資
－１．５－７００４７，３００４６，６００経 常児 童 数

１ 小 学 校 費
三

教

育

費

２．３２２，０００９５０，０００９７２，０００経 常学 級 数 ０．１１，０００８２６，０００８２７，０００投 資
１．０１１３，０００１０，８２５，０００１０，９３８，０００経 常学 校 数
－２．８－１，１００４０，０００３８，９００経 常生 徒 数

２ 中 学 校 費 ２．３２６，０００１，１５０，０００１，１７６，０００経 常学 級 数 ０．１１，０００８２６，０００８２７，０００投 資
－２．９－３９２，０００１３，３４７，０００１２，９５５，０００経 常学 校 数
－０．３－２４，０００８，１２５，０００８，１０１，０００経 常教 職 員 数

３ 高 等 学 校 費 －０．７－５００６９，９００６９，４００経 常生 徒 数 ０．００３６，９００３６，９００投 資
－１．６－１００６，４４０６，３４０経 常人 口４ その他の教育費 －１０．１－３３３２７２９４投 資
－０．７－３，０００４０３，０００４００，０００経 常幼稚園の幼児数
６．３３４０５，４１０５，７５０経 常市 部 人 口１ 生 活 保 護 費

四

厚

生

費

８．６６７０７，８００８，４７０経 常人 口２ 社 会 福 祉 費 －４．１－２３５６２５３９投 資
３．６１５０４，１３０４，２８０経 常人 口３ 保 健 衛 生 費
４．９３，２００６５，０００６８，２００経 常６５歳以上人口４ 高齢者保健福祉費 －３．１－７０２，２８０２，２１０投 資
１７．６６，２００３５，３００４１，５００経 常７５歳以上人口
－３．３－２３０６，９４０６，７１０経 常人 口５ 清 掃 費 －５．６－４５８０１７５６投 資
－０．３－２００６５，５００６５，３００経 常農 家 数１ 農 業 行 政 費五

産
業
経
費

－４．７－２，０００４２，６００４０，６００投 資
０．００１，２５０１，２５０経 常人 口２ 商 工 行 政 費
０．００１３２，０００１３２，０００経 常林業、水産業及び

鉱業の従業者数３ その他の産業経済費 －７．４－１０，０００１３５，０００１２５，０００投 資
４６．３１，５５０３，３５０４，９００経 常人 口１ 企 画 振 興 費六

そ
の
他
の
行
政
費

－５．０－７０１，４１０１，３４０投 資
２．１１９０８，９５０９，１４０経 常世 帯 数２ 徴 税 費
－５．１－９０１，７８０１，６９０経 常戸 籍 数３ 戸籍住民基本台帳費 －３．８－１２０３，１２０３，０００経 常世 帯 数
５１．４４，２１０８，１９０１２，４００経 常人 口

４ その他の諸費 ３９．５４９０１，２４０１，７３０投 資
－０．４－１０，０００２，５７３，０００２，５６３，０００経 常面 積 ５２７．７２９３，４００５５，６００３４９，０００投 資
０．００９５０９５０七　　災害復旧費
０．００８００８００八　　辺地対策事業債償還費
０．００８００８００平成１０年度以前許可債に係るもの九　　補正予算債償還費 １５５．０３１２０５１平成１１年度以降許可債に係るもの
０．００２５２５十　　地方税減収補てん債償還費

－６１．５－４０６５２５十一　地域財政特例対策債償還費
０．００８７８７十二　臨時財政特例債償還費
０．００１４９１４９十三　公共事業等臨時特例債償還費
－２．２－２９２９０十四　財源対策債償還費
０．００４１４１十五　減税補てん債償還費
－１．１－１９２９１十六　臨時税収補てん債償還費
０．００１５１５十七　臨時財政対策債償還費

（参考）平成１４年度単位費用（市町村分） （単位：円、％）
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情 報

度
は
臨
時
財
政
対
策
債
振
り
替
え
分
を
考

慮
せ
ず
に
算
定
し
た
仮
需
要
額
か
ら
、
人

口
一
人
あ
た
り
で
都
道
府
県
二
万
四
、
八

五
八
円
、
市
町
村
一
万
七
、
三
〇
八
円
の

「
マ
イ
ナ
ス
の
単
位
費
用
」分
を
控
除
す
る

方
式
に
改
め
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
削
減
対
象
と
さ
れ
た
五
費
目
の
単
位
費

用
は
復
元
す
る
。
例
え
ば
、「
そ
の
他
の

行
政
費
」
中
の
「
そ
の
他
の
諸
費
」
の
投

資
的
経
費
で
、
面
積
を
測
定
単
位
と
す
る

分
は
市
町
村
で
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ

た
り
五
万
五
、
六
〇
〇
円
か
ら
三
四
万

九
、
〇
〇
〇
円
に
戻
す
。

　

�
第
二
種
交
付
金
の
追
加

　
「
三
位
一
体
の
改
革
」の
芽
出
し
と
し
て

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
の
一
般
財
源

化
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
見
直
し
に
伴
う

暫
定
措
置
と
し
て
、
地
方
特
例
交
付
金
に

「
第
二
種
交
付
金
（
仮
称
）」
を
追
加
す
る
。

　

こ
れ
は
、
見
直
し
に
係
る
地
方
一
般
財

源
所
要
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

一
般
財
源
と
し
て
交
付
す
る
も
の
。
そ
の

配
分
は
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
人
口（
最

近
の
国
勢
調
査
人
口
）
に
よ
り
各
々
の
総

額
を
按
分
す
る
も
の
で
、
補
正
係
数
は
考

慮
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 　

　

宮
崎
県
町
村
会
は
一
月
十
日
の
臨
時
総

会
で
次
の
と
お
り
会
長
を
選
出
し
た
。

（
一
月
十
一
日
付
就
任
）

宮
崎
県
町
村
会
長

宮
崎
郡
清
武
町
長

 
落  
合 　
 
兼  
俊 

お
ち 

あ
い 

か
ね 

と
し

昭
和
二
年
四
月
一
日
生

【
住
所
】宮
崎
県
宮
崎
郡
清
武
町
大
字
木
原

五
九
一
三

【
町
長
に
当
選
す
る
ま
で
の
経
歴
】▽
昭
和

四
十
二
年
清
武
町
議
会
議
員
▽
同
五
十
年

清
武
町
議
会
議
長
▽
同
五
十
四
年
清
武
町

長【
町
長
と
し
て
の
当
選
回
数
】
六
回

【
町
村
会
関
係
の
経
歴
】▽
昭
和
五
十
八
年

宮
崎
郡
町
村
会
会
長
、
宮
崎
県
町
村
会
理

事
▽
同
六
十
二
年
宮
崎
県
町
村
会
監
事
▽

平
成
元
年
宮
崎
郡
町
村
会
会
長
、
宮
崎
県

町
村
会
理
事
▽
同
七
年
宮
崎
県
町
村
会
副

会
長

【
主
な
業
績
】
▽
特
別
工
業
地
区
（
ハ
イ

テ
ク
パ
ー
ク
）
造
成
▽
小
中
学
校
開
校
▽

児
童
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
▽
米
国
イ
リ
ノ

イ
州
ウ
ァ
キ
ガ
ン
市
と
の
姉
妹
都
市
締
結

▽
住
宅
団
地
造
成
▽
児
童
館
建
設
▽
文
化

会
館
建
設
▽
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
▽

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
建
設
▽
歴
史
館

建
設
▽
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
幼
稚
園
・
児

童
ク
ラ
ブ
建
設

【
趣
味
】
日
向
夏
栽
培
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

【
家
族
】
妻

新
任
都
道
府
県
町
村
会
長
の
略
歴

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
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地方公共団体向けの「法制執務支援システム」のご案内地方公共団体向けの「法制執務支援システム」のご案内地方公共団体向けの「法制執務支援システム」のご案内
(財)地方自治研究機構

【はじめに】
　財団法人地方自治研究機構は、地方行財政に関する調査研究機関として、平成８年４月に自治大臣の許可
を得て設立された公益法人です。
　当機構では、地方公共団体が当面する共通の諸課題について、地方公共団体の担当者と連携を保ちつつ、
総務省をはじめとする関係省庁、団体、大学その他の学術研究機関等の協力を得て、地域の実態に即した調
査研究や法制執務の調査・情報提供を行うことにより、全国の地方公共団体に対し支援と協力を行っており
ます。
　法制執務に関する支援では、平成13年度より法制執務部を設けました。法制執務支援事業の一環として、
例規、法令、判例及ぴ関連データで構成するシステムを構築し、地方公共団体の皆様へご提供しております。
本システムが地方公共団体の法制執務にお役に立てれば幸いです。
　各位のご指導、ご鞭撻と当機構の活用についてのご高配を賜りたくお願い申し上げる次第です。

【システムのあらまし】
　４つのデータベースで構成されたシステムを提供しています。
①例規データベース
・地方公共団体の条例を２０分野に分類し、分野別におよそ３５０の条例が入力されています。
・「目次体系検索」又は「キーワード検索」により閲覧を行うことができます。
②法令データベース
　総務省行政管理局が構築している「法令データ提供システム」へのリンクにより法令を閲覧できます。

③判例データベース
・地方自治に関係する４，０００余の判例を選定し、１５分類に体系化して構築されています。
・「目次検索」又は「キーワード検索」により、判決要旨や掲載文献等の閲覧を行うことができます。

④関連データベース
・地方公共団体のホームページに掲載されているおよそ５００団体の例規（平成１５年１月１日現在）が閲覧できます。
・条例案の様式等も閲覧できます。

【ご利用方法】
①ユーザーコード、パスワードが必要です。

平成１４年４月１日付け、自研機第４４号にて、地方公共団体の長（法制執務担当裸扱い）宛にご案内しております。
②お使いのブラウザーで、次のアドレスをご指定ください。

法制執務支援システムのアドレス‥http://hosei.rilg.or.jp/
なお、（財）地方自治研究機構のホームページ（http://www.rilg.nippon-net.ne.jp/）からも入れます。

※ご意見・ご提案がございましたら、こちらまでお願いいたします。

財団法人地方自治研究機構
〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地
　　　　　　　全国町村議員会館3階
メールアドレス………hosei@rilg.or.jp
電話番号………………03-3237-1417（法制執務部）
　　　　　　　　　　03-3237-1411（代表）
FAX番号………………03-3237-1435（法制執務部）

copyright2002（財）地方自治研究機構

例規データベース

関連データベース

法令データベース

判例データベース
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フォーラム

�
智
頭
町
の
概
要

　

智
頭
町
は
鳥
取
県
の
東
南
部
に
位
置

し
、
面
積
二
二
四
�
の
う
ち
九
三
％
が

山
林
で
あ
る
。
周
囲
を
一
、
〇
〇
〇
ｍ

級
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
一
級
河
川「
千
代

川
」
に
沿
っ
て
八
九
の
集
落
が
点
在
す

る
中
山
間
地
域
の
お
手
本
の
よ
う
な
町

で
あ
る
。
人
口
は
約
九
、
五
〇
〇
人
、

高
齢
化
率
は
三
〇
％
を
超
え
、
過
疎
・
高

齢
化
は
加
速
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。

　

鳥
取
市
、
岡
山
県
津
山
市
な
ど
の
都

市
部
か
ら
も
三
〇
〜
五
〇
�
と
距
離
的

に
離
れ
て
お
り
、
完
全
な
「
田
舎
町
」

と
し
て
長
年
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い

た
が
、
平
成
六
年
に
町
民
の
悲
願
で

あ
っ
た
「
智
頭
急
行
」
が
開
通
し
、
大

阪
か
ら
二
時
間
と
い
う
条
件
が
完
成
し

た
。「
鳥
取
県
の
端
」で
は
な
く
、「
鳥
取

県
の
玄
関
口
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ

た
瞬
間
で
あ
る
。

　

産
業
は
、
古
く
か
ら
杉
・
檜
を
主
と
す

る
林
業
と
、
米
・
リ
ン
ド
ウ
・
ど
う
だ

ん
つ
つ
じ
を
主
と
す
る
農
業
が
中
心
で

あ
る
。
林
業
に
つ
い
て
は
「
杉
の
町
・

みどりの風が吹くまちみどりの風が吹くまち　

鳥取県鳥取県

智頭町智頭町
ちち づづ ちょうちょう

平成１４年度過疎地域自立活性化優良事例表彰 総務大臣賞受賞現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地 トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

智頭町
　�

鳥取市�
鳥取県

桜並木
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ち
づ
」
と
し
て
全
国
的
に
有
名
で
あ
っ

た
が
、
近
年
は
後
継
者
不
足
と
木
材
不

振
に
よ
る
衰
退
が
甚
だ
し
い
。

　

し
か
し
、
林
業
・
農
業
に
続
く
産
業

と
し
て
、
最
近
観
光
産
業
の
発
展
が
め

ざ
ま
し
い
。
江
戸
時
代
に
鳥
取
池
田
藩

主
が
参
勤
交
代
す
る
際
宿
場
町
と
し
て

指
定
さ
れ
た
「
智
頭
宿
」
は
、
国
の
登

録
有
形
文
化
財
「
石
谷
家
住
宅
」
を
中

心
と
し
て
今
も
そ
の
風
情
を
残
す
。
ま

た
、
日
本
の
農
村
の
原
風
景
を
留
め
て

い
る
「
板
井
原
集
落
」
に
は
、
茅
葺
き

住
宅
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
山
村
集

落
群
を
有
し
、
訪
れ
る
観
光
客
を
昭
和

三
十
年
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ

る
。

　

特
別
恵
ま
れ
た
状
況
で
も
な
く
、
特

に
優
れ
た
町
で
も
な
い
と
思
わ
れ
て
い

た
（
住
民
自
ら
も
思
っ
て
い
た
）
智
頭

町
で
あ
る
が
、
近
年
徐
々
に
そ
の
様
相

を
変
え
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
上
述
の
よ

う
な
観
光
産
業
の
振
興
と
、
以
下
に
示

す
住
民
に
よ
る
地
道
な
町
づ
く
り
の
成

果
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
確
実

に
智
頭
町
に
根
づ
き
、
周
囲
の
町
村
の

注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

�
智
頭
町
「
日
本
１
／
０
（
ゼ
ロ

分
の
イ
チ
）
村
お
こ
し
運
動
」

　

こ
の
運
動
は
、
平
成
九
年
度
に
町
の

施
策
と
し
て
産
声
を
上
げ
、
六
年
目
の

平
成
十
四
年
度
、
総
務
省
の
「
過
疎
地

域
自
立
活
性
化
優
良
事
例
表
彰
総
務
大

臣
賞
」
を
受
賞
し
た
。
小
さ
な
町
の
小

さ
な
集
落
の
活
動
が
国
に
認
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
１
／
０
（
ゼ
ロ
分
の
イ
チ
）

と
は
何
か
。
こ
の
数
式
は
「
無
」
か
ら

「
有
」へ
の
無
限
大
の
飛
躍
を
意
味
し
て

い
る
。
何
も
無
い
所
か
ら
何
か
を
創
造

す
る
、
何
も
し
な
い
人
が
何
か
を
始
め

る
、
何
も
感
じ
な
い
村
が
何
か
を
感
じ

さ
せ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
一
種
の

革
命
を
「
村
お
こ
し
」
に
当
て
は
め
た

も
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
具
体
的

な
考
え
方
と
活
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。

�
ゼ
ロ
イ
チ
の
基
本
理
念

　

町
内
の
字
（
あ
ざ
）
単
位
の
小
集
落

が
自
立
し
、
村
の
誇
り
づ
く
り
を
行
う

事
業
と
し
て
、
こ
の
運
動
に
は
三
つ
の

ス
テ
ー
ジ
が
あ
り
、
三
つ
の
柱
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。

○
第
一
ス
テ
ー
ジ
（
種
を
探
し
、
蒔
く
）

…
自
ら
の
住
む
集
落
内
に
存
在
し
て
い

る
「
特
産
品
」「
伝
統
文
化
・
芸
能
」

「
人
材
」
を
見
つ
け
出
し
、
無
け
れ
ば
新

た
に
創
造
す
る
。

○
第
二
ス
テ
ー
ジ
（
畑
を
耕
す
）
…
そ

の
集
落
に
住
む
全
て
の
住
民
が
参
加
で

き
る
雰
囲
気
づ
く
り
を
行
う
。

○
第
三
ス
テ
ー
ジ
（
水
・
肥
料
を
や
る
）

…
住
民
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
で
活
動

し
、
行
政
は
集
落
を
支
援
す
る
。

○
柱
そ
の
一
（
交
流
情
報
）
…
集
落
内

部
だ
け
の
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
落

外
、
町
外
、
県
外
へ
目
を
向
け
、
外
の

世
界
の
優
れ
た
文
化
・
考
え
方
を
取
り

入
れ
る
。

○
柱
そ
の
ニ
（
住
民
自
治
）
…
行
政
主

導
の
運
動
で
は
な
く
、
住
民
自
身
が
計

画
立
案
・
運
営
し
、
自
ら
の
村
は
自
ら

が
守
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
。

○
柱
そ
の
三
（
地
域
経
営
）
…
特
産
品
、

伝
統
文
化
・
芸
能
に
付
加
価
値
を
つ
け
、

集
落
経
営
の
考
え
方
を
養
う
。

　

こ
れ
ま
で
に
種
と
し
て
掘
り
出
さ
れ

発
展
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
伝
統
的

な
「
麒
麟
獅
子
舞
」、「
人
形
浄
瑠
璃
」

の
次
世
代
へ
の
継
承
や
「
蛇
ノ
輪
」
伝

説
の
復
活
、「
竹
炭
・
竹
酢
」、「
し
い
た

け
の
原
木
」、「
地
酒
」、「
味
噌
」、「
そ

ば
」
等
々
、
そ
の
集
落
独
自
の
活
動
や

特
産
品
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ

智
頭
町
全
景

石
谷
家
住
宅
で
の
結
婚
式
の
模
様

三つの柱 三つのステージ
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り
も
、
そ
の
集
落
を
一
つ
に
ま
と
め
る

リ
ー
ダ
ー
が
確
実
に
存
在
し
、
そ
れ
を

受
け
継
ぐ
若
者
が
育
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
大
阪
い
ず
み
市
民
生
活
協

同
組
合
や
宝
塚
市
地
球
環
境
高
等
学
院

と
の
交
流
を
進
め
て
い
る
集
落
も
あ

り
、「
都
市
と
農
村
」
と
い
う
交
流
ス
タ

イ
ル
は
確
実
に
定
着
し
て
い
る
。

�
行
政
の
役
割

　

こ
の
運
動
に
対
す
る
行
政
の
役
割

は
、
財
政
的
支
援
と
人
的
支
援
の
二
つ

に
わ
か
れ
て
い
る
。
財
政
的
支
援
と
し

て
、
参
加
集
落
に
十
年
間
で
三
〇
〇
万

円
の
補
助
金
を
交
付
す
る
（
集
落
は
こ

の
補
助
金
と
各
戸
か
ら
集
め
た
会
費
、

募
金
等
を
原
資
と
し
て
活
動
し
、
経
営

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
）。
人
的
支

援
と
し
て
、
若
手
の
行
政
職
員
を
各
集

落
へ
派
遣
し
、
活
動
参
画
と
行
政
情
報

の
提
供
を
行
う
。
こ
の
派
遣
に
よ
り
、

集
落
へ
若
手
行
政
職
員
と
そ
の
人
脈
・

考
え
方
を
提
供
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
集
落
が
職
員
を
育
て
る
と
い
っ
た

効
果
も
期
待
し
て
い
る
。
集
落
住
民
の

顔
を
知
り
、
そ
の
集
落
が
持
つ
風
土
や

人
柄
に
触
れ
る
こ
と
で
公
務
員
と
し
て

の
資
質
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
目
論

見
で
あ
る
。
町
づ
く
り
に
は
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
「
行
政
」
と
「
住
民
」

と
の
一
体
化
は
、
こ
の
若
手
職
員
の
あ

り
方
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

�
ゼ
ロ
イ
チ
の
課
題

　

こ
れ
ま
で
の
活
動
の
中
で
特
に
注
意

す
べ
き
事
柄
と
し
て
、
マ
ン
ネ
リ
化
の

打
破
が
あ
げ
ら
れ
る
。
毎
年
の
恒
例
事

業
が
前
年
踏
襲
型
に
陥
り
、
内
容
が
形

骸
化
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
在
は
事
業
を
地
元
に
定
着
す
る

た
め
の
期
間
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の

運
動
が
長
期
継
続
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ

て
マ
ン
ネ
リ
化
に
備
え
る
必
要
が
あ

る
。
定
着
し
た
事
業
は
引
き
続
き
行
い

つ
つ
も
、
組
織
の
あ
り
方
や
経
営
方
針

な
ど
の
新
し
い
考
え
方
を
導
入
す
る
と

い
う
こ
と
が
今
後
は
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
に
は
行
政
側
か
ら
の
積
極
的
な
情
報

提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て

は
、
集
落
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
が

あ
げ
ら
れ
る
。「
交
流
・
情
報
の
柱
」
に

あ
る
よ
う
に
、
村
お
こ
し
を
単
独
集
落

内
で
完
結
さ
せ
て
は
町
全
体
の
活
性
化

に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
町
外
と
の
ア
ク

セ
ス
も
重
要
で
あ
る
が
、
や
は
り
智
頭

町
と
し
て
の
地
盤
を
固
め
る
意
味
で

も
、
集
落
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
中

で
旧
村
の
区
域
（
以
下
「
地
区
」
と
い

う
）・
那
岐
地
区
内
の
四
集
落
（
早
瀬
・

早
野
・
五
月
田
・
奥
西
）
が
取
り
組
ん

で
い
る
「
い
ざ
・
な
ぎ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

は
顕
著
な
例
で
あ
る
。
神
話
の
「
伊
耶

那
岐
の
命
」
に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ
た

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
四
集
落
が
協
力

し
て
活
動
を
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

毎
年
数
回
市
場
を
開
く
な
ど
そ
の
活
動

は
年
々
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
後

は
他
地
区
で
も
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

　

行
政
側
と
し
て
は
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
奨
励
す
る
制
度
を
設
け
て
お
り
、

地
区
内
の
全
て
の
集
落
が
１
／
０
村
お

こ
し
運
動
に
参
加
し
た
と
き
、
新
た
に

「
地
区
の
１
／
０
村
お
こ
し
運
動
」と
し

て
認
定
し
、
十
年
間
で
六
〇
〇
万
円
の

支
援
を
す
る
。
ま
ず
集
落
が
立
ち
上
が

り
、
地
区
内
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
、
次
に
地
区
の
活
性
化
を
推
進
し
、

地
区
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て

初
め
て
智
頭
町
全
体
の
グ
レ
ー
ド
が

ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。

�
ゼ
ロ
イ
チ
今
後
の
展
望

　

こ
の
運
動
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

経
験
と
実
績
は
、
過
疎
・
高
齢
化
の
進

む
中
山
間
地
域
と
農
村
に
幾
つ
か
の
展

望
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
ゼ
ロ
イ
チ

参
加
集
落
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
化
で
あ
る
。
新
田

（
し
ん
で
ん
）集
落
は
全
国
で
初
め
て
集

落
単
位
で
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
化
に
成
功
し
、
喫

茶
店
や
ロ
ッ
ジ
な
ど
の
集
落
経
営
に
努

め
て
い
る
。
こ
れ
は
今
後
の
農
村
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
一
つ
の
答
え
を
導
き

出
し
た
も
の
と
い
え
る
。
集
落
住
民
全

員
参
加
で
の
村
づ
く
り
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
化
し

た
こ
と
で
社
会
的
認
知
度
や
信
頼
性
が

向
上
し
、
全
国
に
注
目
さ
れ
る
集
落
と

な
っ
た
。
大
き
な
自
治
体
に
頼
る
こ
と

な
く
、
集
落
と
い
う
小
さ
な
自
治
体
を

創
造
し
、
自
分
達
の
住
む
集
落
は
自
分

た
ち
で
支
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
新
田
の
住
民
は
感
じ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
特
産
品
の
地
産
地
消
で

あ
る
。
ゼ
ロ
イ
チ
参
加
集
落
で
収
穫
さ

れ
る
安
全
で
新
鮮
な
食
物
を
、
学
校
給

食
な
ど
町
内
の
各
機
関
・
各
施
設
で
消

費
す
る
こ
と
は
、
集
落
自
立
や
町
の
独

自
性
維
持
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
く
と

思
わ
れ
る
。
人
員
不
足
と
高
齢
化
に
よ

り
、
農
産
物
を
大
量
生
産
す
る
こ
と
が

難
し
い
状
態
で
あ
る
が
、
実
際
に
学
校

給
食
に
提
供
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
集

落
も
あ
り
、
地
産
地
消
へ
の
関
心
は
高

い
ざ
・
な
ぎ
市
場
の
風
景
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ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

以
上
の
二
点
が
、
今
後
中
山
間
地
農

村
が
生
き
残
る
上
で
の
武
器
に
な
る
。

�
ゼ
ロ
イ
チ
ま
で
の
軌
跡

　

そ
も
そ
も
こ
の
運
動
は
智
頭
町
の
未

来
に
対
す
る
大
い
な
る
不
安
と
危
機
感

か
ら
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。
若
者
が
集

落
か
ら
離
れ
、
高
齢
者
が
高
齢
者
の
面

倒
を
み
て
い
る
。
保
育
園
や
小
学
校
で

は
年
々
子
ど
も
の
姿
が
減
っ
て
い
く
。

林
業
や
農
業
は
か
つ
て
の
輝
き
を
失

い
、
冬
は
雪
と
氷
に
閉
ざ
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
町
で
一
生
を
終
え
る
こ
と
に

何
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
一

体
誰
が
こ
の
町
に
住
み
た
い
と
思
う
だ

ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
化
で
次
第
に
排
他

的
・
閉
鎖
的
に
沈
ん
で
い
く
だ
け
だ
っ

た
智
頭
町
に
一
石
を
投
じ
た
の
は
「
地

域
と
科
学
の
出
会
い
」
で
あ
っ
た
。
智

頭
町
の
未
来
を
憂
え
た
地
域
の
有
志
が

集
ま
っ
て
活
性
化
集
団
を
形
成
し
、
そ

こ
に
学
者
も
引
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

地
域
は
学
者
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
提
供

し
、
学
者
は
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
自
ら

の
研
究
を
行
う
。
そ
の
結
果
を
地
域
に

反
映
さ
せ
、
成
功
・
失
敗
の
検
討
を

行
っ
て
い
く
。
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
今
ま
で
地
域
の
中
の
人
間
だ
け
で
は

見
え
な
か
っ
た
事
柄
が
見
え
、
澱
む
だ

け
で
あ
っ
た
町
内
の
空
気
が
一
新
さ
れ

た
。
そ
こ
か
ら
「
１
／
０
」
と
い
う
構

想
へ
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
参
加
集
落
も
急
に
こ
の
施
策

が
で
き
た
か
ら
参
加
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
す
で
に
集
落
内
で
将
来
を
憂
え
た

若
者
の
集
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
と
い

う
経
過
が
あ
り
、
こ
の
運
動
は
行
政
と

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
「
生
ま
れ
る

べ
く
し
て
生
ま
れ
た
運
動
」
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

�
ゼ
ロ
イ
チ
の
最
終
目
標

　

こ
の
運
動
の
最
終
目
的
は
、
自
ら
の

集
落
に
対
す
る
誇
り
を
取
り
戻
す
こ
と

で
あ
る
。
人
が
そ
こ
に
住
み
続
け
た
い

と
思
う
た
め
に
は
、
そ
の
土
地
に
対
す

る
誇
り
を
し
っ
か
り
と
持
ち
、
そ
の
土

地
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

運
動
に
取
り
組
ん
で
か
ら
六
年
が
経
過

し
、
依
然
と
し
て
過
疎
化
は
進
行
し
て

い
る
状
況
で
あ
る
が
、
十
年
後
、
二
十

年
後
、
こ
の
ゼ
ロ
イ
チ
の
精
神
が
町
内

に
深
く
浸
透
し
、
多
く
の
住
民
が
誇
り

を
取
り
戻
し
た
姿
を
想
像
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
希
望
の
一
端
は
す
で
に
目

に
見
え
る
形
と
し
て
我
々
の
前
に
現
れ

て
い
る
。

（
智
頭
町
企
画
戦
略
課　

松
村
陽
平
）

�
主
催　

第
一
回
山
村
活
性
化
を
め
ざ
す

「
緑
の
ふ
る
さ
と
協
力
隊
」全
国

研
究
会
実
行
委
員
会
・
特
定
非

営
利
活
動
法
人
地
球
緑
化
セ
ン

タ
ー

�
後
援　

農
林
水
産
省
・
総
務
省
・
全
国

町
村
会
・
全
国
山
村
振
興
連
盟
・

Ｊ
Ａ
全
中
ほ
か

�
日
時　

平
成
一
五
年
三
月
一
五
日（
土
）

一
一
時
〜
十
八
時
、
一
六
日

（
日
）
九
時
〜
一
六
時

�
場
所　

一
五
日
・
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

（
東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
神
園

町
三
―
一
）、
一
六
日
・
日
本
青

年
館
（
東
京
都
新
宿
区
霞
岳
町

一
五
）

�
内
容　

①
平
成
十
五
年
度
「
都
市
と
農

山
村
の
共
生
・
対
流
」
関
連
予

算
等
に
つ
い
て
（
主
と
し
て
農

林
水
産
省
）

②
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
緑
の
ふ
る

さ
と
協
力
隊
」
の
役
割
と
課
題

③
分
科
会
：
山
村
活
性
化
に
活

躍
す
る
「
緑
の
ふ
る
さ
と
協
力

隊
」
の
受
入
体
制
と
行
政
の
役

割
を
考
え
る
、
さ
ら
な
る
発
展

へ
向
け
た
「
緑
の
ふ
る
さ
と
協

力
隊
」
づ
く
り
、
な
ど
。

　

詳
細
は
左
記
ま
で
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

【
照
会
先
】

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
球
緑
化
セ
ン
タ
ー

電
話
〇
三
（
三
二
四
一
）
六
四
五
〇

北
川
・
金
井
・
橋
本
ま
で

�
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
地
球
緑
化
セ
ン
タ
ー（
東

京
）
は
三
月
一
五
日
（
土
）、
一
六
日
（
日
）

の
二
日
間
、「
山
村
活
性
化
を
め
ざ
す
『
緑

の
ふ
る
さ
と
協
力
隊
』
全
国
研
究
会
」
を

開
催
い
た
し
ま
す
。

　
「
協
力
隊
」は
都
会
の
若
者
と
働
き
手
の

少
な
く
な
っ
た
農
山
村
を
結
ぶ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
で
、
一
年
間
受
入
先
町
村
に

住
み
込
み
、
農
林
業
や
特
産
品
づ
く
り
、

村
お
こ
し
活
動
の
お
手
伝
い
を
行
な
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
既
に
十
年
の
実
績
が
あ

り
、
今
年
度
は
二
四
町
村
に
三
八
名
が
参

加
し
て
い
ま
す
。
活
動
終
了
後
の
定
住
者

が
多
い
の
も
特
長
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
状
の
規
模
で
は
ま
だ
ま
だ

不
十
分
で
す
。
町
村
の
地
域
活
性
化
や
都

市
の
若
者
た
ち
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
さ
ら
に
社
会
全
体
で
支
援
体
制
づ
く

り
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

今
回
「
山
村
の
活
性
化
」「
若
者
た
ち
の

新
し
い
進
路
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
分
科
会
な
ど
を
行
な
い
ま
す
。

地
方
自
治
体
職
員
、
農
林
業
関
係
機
関
、

団
体
・
個
人
な
ど
、
幅
広
い
関
係
者
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

ご
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
電
話

に
て
照
会
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
募

集
要
綱
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

山
村
活
性
化
を
め
ざ
す
「
ま
ち

と
む
ら
と
若
者
を
結
ぶ
」
全
国

研
究
会
の
開
催
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建
物
災
害
共
済
事
業

　

町
村
有
建
物
災
害
共
済
事
業
は
、
町
村
の

所
有
す
る
建
物
等
が
火
災
や
自
然
災
害
等
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
相
互
救
済
す
る
た

め
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
よ
り
地
方
自
治
法

第
二
六
三
条
の
二
（
相
互
救
済
事
業
経
営
の

委
託
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
団
法
人
全
国

自
治
協
会
が
受
託
事
業
と
し
て
実
施
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
共
済
委
託
町

村
な
ら
び
に
各
都
道
府
県
支
部
（
町
村
会
）

の
多
大
な
協
力
を
得
て
事
業
基
盤
は
安
定
を

み
て
い
る
。

　

事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
現
下
の
厳

し
い
経
済
・
社
会
情
勢
と
多
様
化
す
る
共
済

委
託
町
村
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
る
た
め

制
度
内
容
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
共
済

委
託
町
村
の
財
政
負
担
の
軽
減
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

平
成
十
三
年
度
の
収
支
状
況
は
、収
入
額

一
二
四
億
八
、七
一
〇
万
余
円（
前
年
度
比

一
・
〇
％
減
）、支
出
額
一
〇
〇
億
四
、〇
六
七

万
余
円（
前
年
度
比
一
二
・
一
％
減
）で
二
四

億
四
、六
四
三
万
余
円
の
剰
余
金
と
な
っ
た
。

こ
の
剰
余
金
に
つ
い
て
は
、規
約
及
び
配
分

金
規
程
に
基
づ
き
、そ
の
二
分
の
一
を
運
営

準
備
積
立
金
に
繰
入
、二
分
の
一
を
都
道
府

県
町
村
会
に
配
分
金
と
し
て
支
出
し
た
。

　

平
成
十
三
年
度
の
受
託
及
び
罹
災
状
況
等

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
、
受
託
状
況

　

平
成
十
三
年
度
の
受
託
実
績
は
、
表
�
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

受
託
件
数
は
三
九
六
、
〇
二
九
件
で
、
前

年
度
比
一
〇
、
〇
四
五
件
（
二
・
六
％
）
の

増
と
な
っ
た
。
ま
た
共
済
責
任
額
は
前
年
度

比
九
、
一
九
六
億
余
円
（
二
・
七
％
）
増
の

三
四
兆
五
、
五
三
五
億
余
円
と
な
っ
た
。
収

入
分
担
金
は
九
一
億
五
、
一
九
九
万
余
円
で

前
年
度
実
績
九
二
億
三
、
〇
七
九
万
余
円
に

比
し
七
、
八
八
〇
万
余
円
（
〇
・
九
％
）
の

減
と
な
っ
た
。

２
、
罹
災
状
況

　

平
成
十
三
年
度
の
罹
災
状
況
は
表
�
に
示

す
と
お
り
で
あ
る
。
建
物
共
済
に
お
け
る
罹

災
件
数
は
四
、
〇
四
六
件
で
、
前
年
度
よ
り

二
一
件
（
〇
・
五
％
）
の
減
と
な
っ
た
。
ま

た
支
払
共
済
金
に
お
い
て
も
、
前
年
度
よ
り

一
六
億
七
、
七
三
六
万
余
円
（
三
五
・
七
％
）

減
の
三
〇
億
二
、
一
四
〇
万
余
円
と
な
っ

た
。
な
お
、
収
入
分
担
金
九
一
億
五
、
一
九

九
万
余
円
に
対
す
る
損
害
率
は
三
三
・
〇
％

で
あ
る
。

３
、
用
途
別
罹
災
状
況

　

用
途
別
の
罹
災
状
況
は
表
�
の
と
お
り
で

あ
る
。
罹
災
件
数
は
依
然
と
し
て
学
校
関
係

施
設
に
お
い
て
多
い
が
、
支
払
共
済
金
及
び

用
途
別
の
損
害
率
に
お
い
て
は
環
境
衛
生
施

設
が
高
く
な
っ
た
。

　

用
途
別
の
一
罹
災
当
り
の
平
均
支
払
共
済

金
額
は
七
四
六
、
七
六
四
円
と
な
っ
て
い

る
。

４
、
災
害
見
舞
金

　

災
害
見
舞
金
は
自
然
災
害
（
地
震
・
噴
火
・

津
波
に
よ
る
損
害
）に
対
し
て
給
付
す
る
が
、

平
成
十
三
年
度
に
お
い
て
は
表
�
の
と
お
り

で
あ
る
。

５
、
諸
積
立
金

　

平
成
十
三
年
度
末
に
お
け
る
基
金
積
立
金

町
村
有
物
件
災
害
共
済
事
業
の
概
要
報
告

平

成

十
三
年
度

　

財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
は
、
地
方
自
治
法
第
二
六
三
条
の
二
の
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
町
村
有
物
件

（
建
物
・
自
動
車
）
の
災
害
共
済
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
十
四
年
七
月
四
日
開
催
の
総
会
に
お
い
て
、
平
成

十
三
年
度
事
業
概
要
及
び
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
得
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
。
町
村
週
報

へ
の
掲
載
は
、
町
村
有
物
件
災
害
共
済
規
約
の
『
地
方
自
治
法
同
条
第
二
項
に
定
め
る
通
知
お
よ
び
公
示
は
全
国

町
村
会
が
発
行
す
る
「
町
村
週
報
」
に
掲
載
し
て
、
こ
れ
を
行
う
』
と
の
定
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

財
団
法
人
全
国
自
治
協
会

表�　建物共済受託実績
増減率比較増減平成１２年度平成１３年度区　　　分

２．６％１０，０４５件３８５，９８４件３９６，０２９件件 数

２．７９１９，６１０，６８０千円３３，６３３，９８３，９８３千円３４，５５３，５９４，６６３千円共 済 責 任 額

△　０．９△　７８，８０５，５４６円９，２３０，７９６，０４９円９，１５１，９９０，５０３円収 入 分 担 額

表�　建物共済罹災状況
増減率比較増減平成１２年度平成１３年度区　　　分

△　０．５％△　２１件４，０６７件４，０４６件件 数

△　３５．７△　１，６７７，３６４，３５１円４，６９８，７７１，９８１円３，０２１，４０７，６３０円支 払 共 済 金

―△　１７．９％５０．９％３３．０％損 害 率

表�　建物共済用途別罹災状況
損 害 率支 払 共 済 金件 数用 途 別

（ １８．６％ ）５．３％（ １６．０％ ）４８４，４８６，３３６円（ ２０．０％ ）８１３件学 校 関 係

建

物

共

済

（ ２５．７ ）１．６（ ４．９ ）１４９，４８６，６３３（ ９．９ ）４０１役 場 庁 舎
（ １２．３ ）０．４（ １．３ ）３８，６４９，４８２（ １．７ ）６８医 療 施 設
（ ６７．０ ）４．２（ １２．８ ）３８５，０７１，０９２（ ５．９ ）２３８住 宅
（ ２１．７ ）３．５（ １０．７ ）３２２，１１７，６２０（ １２．７ ）５１４社会文化施設
（ １２．２ ）１．２（ ３．６ ）１０８，９３３，５５９（ ７．９ ）３１９福 祉 関 係
（ ２４．８ ）３．５（ １０．５ ）３１８，１８３，５２７（ １７．０ ）６８６体 育 関 係
（ １１０．６ ）８．９（ ２６．９ ）８１２，５２９，５７８（ １３．８ ）５５９環境衛生施設

（ ６０．８ ）４．４（ １３．３ ）４０１，９４９，８０３（ １１．１ ）４４８そ の 他

―３３．０（ １００．０ ）３，０２１，４０７，６３０（ １００．０ ）４，０４６合 計

（注）　損害率は総分担金収入に対する用途別の損害率であり、（　）は各用途別区分収入に対す
る用途別の損害率である。

表�　建物共済災害見舞金給付状況
比較増減平成１２年度平成１３年度区　　　分

２４５件１７９件４２４件件 数

３５４，６８２，５１９円９４，８９７，８０５円４４９，５８０，３２４円災害見舞金給付金

表�　消防設備資金融資
本年度末貸付残金償 還 済 額貸 付 額貸付件数貸付年度

７２６，８９２，０００円３，７７４，８０８，０００円４，５０１，７００千円３０４件平成７年度

１，５０９，１９２，０００３，０８３，８０８，０００４，５９３，０００２８３平成８年度

２，３２６，３３２，０００２，３７１，８６８，０００４，６９８，２００２８３平成９年度

３，０９３，１２８，０００１，５４７，５７２，０００４，６４０，７００２５７平成１０年度

３，８３３，７２０，０００７６７，７８０，０００４，６０１，５００２５３平成１１年度

４，４５９，０００，００００４，４５９，０００２５６平成１２年度

４，２３８，１００，００００４，２３８，１００２６０平成１３年度

２０，１８６，３６４，０００１１，５４５，８３６，０００３１，７３２，２００１，８９６合 計
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（
財
産
収
入
を
も
っ
て
造
成
）及
び
運
営
準
備

積
立
金（
事
業
剰
余
金
の
二
分
の
一
の
積
立
）

の
総
額
は
四
九
〇
億
八
、
六
七
四
万
余
円
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
、
基
金
積
立
金

二
八
四
億
三
、
八
二
七
万
余
円
、
運
営
準
備

積
立
金
二
〇
六
億
四
、
八
四
六
万
余
円
で
あ

る
。

６
、
消
防
設
備
資
金
融
資

　

共
済
事
業
委
託
町
村
等
に
対
す
る
還
元
融

資
と
し
て
の
消
防
設
備
資
金
の
貸
付
状
況
は

表
�
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
動
車
損
害
共
済
事
業

　

町
村
有
自
動
車
損
害
共
済
事
業
は
、
町
村

が
管
理
、
使
用
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
生
じ

た
損
害
及
び
自
動
車
に
よ
っ
て
生
じ
た
共
済

委
託
町
村
が
被
る
法
律
上
の
損
害
賠
償
額
を

相
互
に
救
済
す
る
た
め
、
町
村
有
建
物
災
害

共
済
事
業
と
同
様
、
地
方
自
治
法
第
二
六
三

条
の
二
（
相
互
救
済
事
業
経
営
の
委
託
）
の

規
定
に
よ
る
共
済
事
業
と
し
て
、
昭
和
三
十

三
年
十
月
に
発
足
し
た
。
こ
の
間
、
共
済
委

託
町
村
な
ら
び
に
各
都
道
府
県
支
部
（
町
村

会
）
の
多
大
な
協
力
を
得
て
事
業
基
盤
は
安

定
を
み
て
い
る
。

　

事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
内
容

の
拡
大
と
制
度
の
充
実
に
努
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
自
動
車
の
事
故
も
年
々
多
様
化

し
て
お
り
、
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
故
処

理
に
つ
い
て
は
査
定
専
門
員
を
配
置
し
、
査

定
体
制
の
強
化
を
図
り
早
期
か
つ
適
正
な
解

決
に
努
め
て
い
る
。

　

平
成
十
三
年
度
の
収
支
状
況
は
、
収
入
合

計
額
五
二
億
七
、
二
八
五
万
余
円
（
前
年
度

比
一
・
八
％
増
）、
支
出
額
五
一
億
五
、
七

一
六
万
余
円
（
前
年
度
比
三
・
三
％
増
）
で

差
引
き
一
億
一
、
五
六
九
万
余
円
の
剰
余
金

と
な
っ
た
。
こ
の
剰
余
金
に
つ
い
て
は
、
規

約
及
び
配
分
金
規
程
に
基
づ
き
、
そ
の
二
分

の
一
を
運
営
準
備
積
立
金
に
繰
入
、
二
分
の

一
を
都
道
府
県
町
村
会
に
配
分
金
と
し
て
支

出
し
た
。

　

平
成
十
三
年
度
の
受
託
及
び
損
害
状
況
等

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
、　

受
託
状
況

　

平
成
十
三
年
度
の
受
託
実
績
は
、
表
�
の

と
お
り
で
あ
っ
て
、
共
済
基
金
分
担
金
収
入

総
額
は
、
三
八
億
二
、
八
七
六
万
余
円
で
、

前
年
度
実
績
三
七
億
八
、
五
二
二
万
余
円
に

比
し
、
四
、
三
五
四
万
余
円
（
一
・
二
％
）

の
増
と
な
っ
た
。

　

共
済
種
別
毎
の
受
託
状
況
で
は
、
車
両
共

済
に
お
い
て
は
、
一
五
四
、
九
九
八
台
で
前

年
度
比
一
、
二
〇
七
台
（
〇
・
八
％
）
の
増
、

収
入
分
担
金
一
八
億
二
、
四
五
八
万
余
円

で
、
前
年
度
比
一
、
四
一
二
万
余
円
（
〇
・

八
％
）
増
と
な
っ
た
。
ま
た
、
賠
償
共
済
に

お
い
て
は
対
物
賠
償
共
済
一
五
八
、
七
二
三

台
で
前
年
度
比
一
、
三
四
九
台
（
〇
・
九
％
）、

対
人
賠
償
共
済
一
五
八
、
一
六
三
台
で
、
前

年
度
比
一
、
三
二
七
台
（
〇
・
八
％
）
そ
れ

ぞ
れ
増
加
し
、
収
入
分
担
金
は
対
物
賠
償
共

済
一
二
億
一
、
五
一
二
万
余
円
で
前
年
度
比

二
、
〇
六
四
万
余
円
（
一
・
七
％
）、
対
人

賠
償
共
済
七
億
八
、
九
〇
五
万
余
円
で
、
前

年
度
比
八
七
七
万
余
円
（
一
・
一
％
）
の
増

と
な
っ
た
。

２
、　

損
害
の
状
況

　

平
成
十
三
年
度
の
損
害
状
況
は
表
�
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

損
害
件
数
は
車
両
共
済
で
八
、
五
二
八

件
、
前
年
度
比
一
四
件
の
減
と
な
っ
た
が
、

対
物
賠
償
共
済
三
、
六
八
六
件
で
、
前
年
度

比
二
八
七
件
、
ま
た
対
人
賠
償
共
済
は
二
三

〇
件
で
、
前
年
度
比
二
九
件
と
そ
れ
ぞ
れ
増

加
し
た
。

　

ま
た
、
損
害
率
に
お
い
て
は
、
前
年
度
に

比
べ
、
車
両
共
済
一
・
一
％
減
少
し
た
が
、

対
物
賠
償
共
済
二
・
六
％
、
対
人
賠
償
共
済

一
・
一
％
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
た
。

３
、　

支
払
備
金

　

既
発
生
事
故
で
あ
っ
て
共
済
金
が
未
請
求

と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
損
害
共

済
金
を
概
算
見
積
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

の
う
え
平
成
十
三
年
度
支
払
備
金
と
し
て
二

〇
一
件
、
三
億
九
、
二
六
八
万
余
円
を
計
上

し
た
。

４
、　

諸
積
立
金

　

平
成
十
三
年
度
末
に
お
け
る
基
金
積
立
金

（
財
産
収
入
を
も
っ
て
造
成
）及
び
運
営
準
備

積
立
金（
事
業
剰
余
金
の
二
分
の
一
の
積
立
）

の
総
額
は
一
四
〇
億
七
、
九
一
三
万
余
円
と

な
り
、
そ
の
内
訳
は
、
基
金
積
立
金
三
〇
億

八
、
八
六
九
万
余
円
、
運
営
準
備
積
立
金
一

〇
九
億
九
、
〇
四
四
万
余
円
で
あ
る
。

表�　平成１３年度建物災害共済事業損益計算書（概要）
利 益 の 部損 失 の 部

金 額科 目金 額科 目
円円

９，１５１，９９０，５０３１． 共済基金分担金収入１１，１２３，４１８１． 会 議 費

５２４，９９７，７１１２． 財 産 収 入６６５，４０９，７８１２． 事 務 所 費

３２１，０２１，０２５３． 他 会 計 繰 入 金６，３６４，１０１，６０９３． 事 業 費

２，０２７，０６５４． 雑 収 入５２７，０２４，７７６４． 財 産 費

２，４８７，０６６，８４５５． 前年度責任準備金戻入２，４７３，０１３，２６８５． 次年度責任準備金繰入

２，４４６，４３０，２９７６． 諸 支 出 金

１２，４８７，１０３，１４９合 計１２，４８７，１０３，１４９合 計

表�　自動車共済受託実績

合 計
賠 償 共 済

車 両 共 済区 分
対 人対 物

４７１，８８４台１５８，１６３台１５８，７２３台１５４，９９８台台 数平
成　

年
度

１３
３，８２８，７６３，６４０円７８９，０５３，９００円１，２１５，１２１，１００円１，８２４，５８８，６４０円収入分担金

４６８，００１台１５６，８３６台１５７，３７４台１５３，７９１台台 数平
成　

年
度

１２
３，７８５，２２２，１６０円７８０，２８１，９６０円１，１９４，４７８，９８０円１，８１０，４６１，２２０円収入分担金

３，８８３台
（０．８％）

１，３２７台
（０．８％）

１，３４９台
（０．９％）

１，２０７台
（０．８％）台 数

比
較
増
減（
％
）

４３，５４１，４８０円
（１．２％）

８，７７１，９４０円
（１．１％）

２０，６４２，１２０円
（１．７％）

１４，１２７，４２０円
（０．８％）収入分担金

表�　自動車共済損害状況

合 計
賠 償 共 済

車 両 共 済区 分
対 人対 物

１２，４４４件２３０件３，６８６件８，５２８件件 数平
成　

年
度

１３ ２，００６，９１８，０２５円１９２，４７１，９２６円５７９，１１９，４２１円１，２３５，３２６，６７８円支払共済金
（５２．４％）（２４．４％）（４７．７％）（６７．７％）損 害 率
１２，１４２件２０１件３，３９９件８，５４２件件 数平

成　

年
度

１２ １，９６６，４５３，０３１円１８１，５４６，３１３円５３９，１４９，３３１円１，２４５，７５７，３８７円支払共済金
（５２．０％）（２３．３％）（４５．１％）（６８．８％）損 害 率

３０２件２９件２８７件△　１４件件 数比
較
増
減（
％
）

４０，４６４，９９４円１０，９２５，６１３円３９，９７０，０９０円△　１０，４３０，７０９円支払共済金

（０．４％）（１．１％）（２．６％）（△　１．１％）損 害 率
（注）　損害率＝支払共済金／収入分担金

表	　平成１３年度自動車損害共済事業損益計算書（概要）
利 益 の 部損 失 の 部

金 額科 目金 額科 目
円円

３，８２８，７６３，６４０１． 共済基金分担金収入５，３４０，５５２１． 会 議 費

１２８，６７２，６０５２． 財 産 収 入１９４，２３７，１７７２． 事 務 所 費

９１７，８９０３． 雑 収 入３，４１７，７３９，３５０３． 事 業 費

１，３１４，５０４，０６０４． 前年度責任準備金戻入１２９，５９０，４９５４． 財 産 費

１，４１０，２５２，４４０５． 次年度責任準備金繰入

１１５，６９８，１８１６． 諸 支 出 金

５，２７２，８５８，１９５合 計５，２７２，８５８，１９５合 計
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随 想
    
鷹
島
は
、
佐
賀
県
伊
万
里
湾
に
浮
か

ぶ
、
人
口
三
千
人
足
ら
ず
の
島
で
あ
る
。

　

今
を
去
る
七
百
二
十
年
の
昔
、
日
本
国

は
未
曽
有
の
国
難
に
遭
難
し
た
。
文
永
十

一
年
閏
十
月
（
一
二
七
四
）
と
弘
安
四
年

夏
（
一
二
八
一
）
の
二
度
に
亘
る
「
元
寇
」

で
あ
る
。
世
に
こ
れ
を
文
永
・
弘
安
の
役

と
も
い
う
が
、
蒙
古
の
一
部
族
か
ら
興
り

欧
亜
大
陸
に
一
大
覇
権
を
つ
く
っ
た
元
が

高
麗
（
朝
鮮
）
南
宋
（
中
国
）
征
服
の
余

勢
を
駆
っ
て
日
本
に
来
襲
し
た
文
永
・
弘

安
の
時
代
は
「
永
久
の
乱
」
後
急
速
に
衰

退
し
た
朝
廷
の
統
治
権
力
に
替
わ
っ
て
、

武
家
統
括
が
登
場
し
た
中
世
の
開
幕
期
、

鎌
倉
幕
府
八
代
目
の
執
権
北
條
時
宗
の
時

世
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
性
剽
悍
、
軽
装
騎
馬
軍
団
の
戦
闘

に
長
け
、
戦
い
は
残
虐
、
完
膚
な
く
敵
を

殺
戮
掃
討
し
て
止
ま
ぬ
と
い
わ
れ
た
蒙

軍
。
迎
え
撃
つ
日
本
軍
は
、
武
家
興
隆
の

波
に
乗
る
鎌
倉
御
家
人
と
九
州
各
地
の
武

士
団
、
そ
の
尚
武
の
気
性
と
護
国
の
戦
意

は
旺
盛
だ
っ
た
が
、
彼
我
の
戦
力
は
、
武

器
、
戦
法
の
優
勢
、
兵
数
の
逕
庭
で
比
肩

す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
文
永
の
時
は
元

軍
四
万
、
日
軍
一
万
。
弘
安
の
来
襲
に
は

蒙
宋
高
の
連
合
十
四
万
二
千
、
軍
船
四
千

四
百
隻
の
大
軍
勢
。
元
の
世
祖
忽
必
裂
が

一
挙
に
日
本
を
併
呑
せ
ん
勢
い
で
派
し
た

遠
征
軍
だ
っ
た
。
こ
の
侵
寇
を
防
ぎ
得
た

の
は
武
士
団
の
奮
戦
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
忽
然
と
玄
界
灘
に
巻
起
こ
っ
た
大
風

が
船
上
の
軍
兵
に
潰
滅
的
打
撃
を
与
え
ら

れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

世
に
こ
れ
を
「
神
風
」
と
呼
び
、
夷
敵

退
散
に
神
仏
の
加
護
が
あ
っ
た
と
伝
承

し
、
永
く
神
国
思
想
の
土
壌
と
も
な
っ
た

が
、
両
度
の
戦
役
で
最
も
惨
禍
を
受
け
、

激
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
博
多
湾
か
ら

伊
万
里
、
松
浦
に
至
る
沿
岸
の
島
国
、
壱

岐
、
対
馬
の
一
帯
で
あ
る
。
な
か
ん
づ
く

元
船
団
が
集
結
、
機
動
の
要
衝
と
し
た
鷹

島
は
全
島
絶
滅
の
災
禍
を
受
け
、
以
後
百

年
人
間
不
在
の
「
死
の
島
」
と
化
し
た
と

い
う
。

　

元
寇
七
百
年
に
当
た
る
昭
和
五
十
六
年

八
月
三
十
日
と
三
十
一
日
の
両
日
鷹
島
町

で
は
、
町
の
主
催
で
元
寇
七
百
年
祭
を
盛

大
に
執
り
行
い
彼
我
将
兵
の
慰
霊
と
冥
福

を
町
民
挙
げ
て
祈
っ
た
の
も
こ
の
縁
由
に

あ
る
。

　

星
霜
流
れ
て
七
百
二
十
年
、
幾
多
の
国

家
、
民
族
が
治
乱
と
興
亡
の
中
で
変
遷
を

綴
っ
て
来
た
が
、
現
代
日
本
を
取
り
巻
く

国
際
緊
張
状
況
の
中
に
、
忍
び
寄
る
戦
争

の
影
を
見
る
人
も
多
い
。
戦
争
と
侵
略
の

人
間
心
理
は
、
時
代
と
文
明
を
超
え
て
脈

絡
と
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
も
事
実
だ
。

七
百
二
十
年
の
往
時
と
現
代
は
世
の
在
り

方
の
総
て
が
変
わ
っ
た
が
、
変
わ
ら
ぬ
も

の
は
一
つ
戦
争
と
侵
略
の
人
間
心
理
で
あ

ろ
う
。

　

国
難
に
揺
ら
い
だ
「
元
寇
の
時
代
」
を

偲
び
、
そ
の
戦
史
を
今
少
し
次
に
掘
り
起

こ
し
て
み
た
い
。

　

元
と
日
本
の
確
執
は
、
文
永
五
年
正
月

（
一
二
六
八
）元
の
使
者
藩
�（
高
麗
人
）が

元
と
高
麗
の
国
書
を
持
っ
て
太
宰
府
に
来

た
こ
と
に
始
ま
る
。
時
の
太
宰
府
長
官
は

少
弐
武
藤
資
能
。
そ
の
国
書
は
四
十
日
後

に
鎌
倉
に
届
け
ら
れ
更
に
そ
の
一
月
後
に

幕
府
は
京
都
朝
廷
に
奏
上
し
た
。
国
書
は

「
上
天
の
�
命
せ
る
大
蒙
古
国
皇
帝
、
書

を
日
本
国
王
に
奉
ず
」
の
書
き
出
し
で
初

ま
る
服
属
勧
奨
の
書
で
、
朝
廷
は
連
日
会

議
の
結
果
「
返
牒
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
議

決
、
黙
殺
し
た
。
そ
の
翌
年
三
月
、
蒙
使

が
七
十
七
余
名
の
従
者
を
連
れ
対
馬
に
来

た
が
押
し
問
答
の
末
に
帰
国
し
、
更
に
そ

の
秋
対
馬
を
経
て
太
宰
府
に
到
着
、
蒙
古

中
書
省
の
牒
を
示
し
た
。
朝
廷
は
「
日
本

は
神
国
ゆ
え
蒙
帝
の
威
嚇
に
屈
せ
ず
」
と

拒
絶
の
返
書
を
作
っ
た
が
、
幕
府
は
「
牒

状
の
文
意
無
礼
な
り
」
と
使
者
を
帰
ら
せ

朝
廷
か
ら
送
付
の
返
書
草
案
は
握
り
潰
し

た
。

　

越
え
て
文
永
八
年
秋
、
蒙
使
一
行
百
余

名
が
筑
前
今
津
か
ら
太
宰
府
守
護
所
に
来

て
国
書
の
回
答
を
迫
っ
た
が
朝
廷
は
返
書

を
与
え
ず
一
行
は
空
し
く
帰
国
し
た
。
こ

の
外
交
騒
然
た
る
情
勢
に
、
鎌
倉
幕
府
は

西
国
御
家
人
に
夷
敵
警
護
を
指
令
し
、
執

権
時
宗
を
先
頭
に
陣
客
強
化
の
構
え
を
見

せ
て
い
た
。
現
在
の
自
衛
力
強
化
、
軍
備

拡
大
路
線
の
�
鎌
倉
版
�
で
あ
る
。
当
時

異
国
警
固
番
役
を
設
け
、
九
州
の
御
家
人

に
は
大
番
役
と
し
て
筑
前
、
肥
後
沿
岸
要

害
の
当
番
警
固
を
定
め
て
い
る
。

　

他
方
、
世
祖
忽
必
裂
は
度
重
な
る
牒
書

無
視
を
激
怒
し
て
日
本
遠
征
を
固
め
高
麗

に
軍
船
建
造
を
命
じ
戦
備
を
進
め
た
。
新

建
造
九
百
隻
、
軍
勢
二
万
が
折
都
（
蒙
人
）

を
都
元
師
（
総
司
令
官
）
と
し
て
対
馬
の

国
府
（
厳
原
）
に
押
し
寄
せ
た
の
は
文
永

十
一
年
十
月
五
日
早
暁
で
あ
っ
た
。
対
馬

の
地
頭
、
宗
国
助
は
郎
党
八
十
余
騎
を
率

い
て
佐
須
浦
に
馳
せ
向
か
い
、
上
陸
の
元

軍
一
千
余
と
果
敢
に
戦
い
、
激
戦
数
刻
、

国
助
と
子
息
ら
十
余
名
が
討
死
し
他
は
敗

走
し
た
。
元
軍
は
佐
須
浦
の
民
家
を
焼
き

払
い
、
や
が
て
対
馬
全
島
を
制
圧
し
た
。

次
い
で
元
軍
は
壱
岐
を
襲
い
、
守
護
代
平

景
隆
が
御
家
人
百
余
騎
で
戦
っ
た
が
衆
寡

敵
せ
ず
全
滅
し
た
。
や
が
て
元
軍
は
松
浦

沿
岸
の
島
々
を
侵
し
、
松
浦
党
の
武
士
数

百
人
が
戦
死
し
た
。
時
の
鷹
島
守
護
代
、

鷹
島
満
の
一
族
郎
党
も
悉
く
討
死
し
て
い

る
島
々
の
百
姓
漁
民
、
老
若
男
女
す
べ
て

虐
殺
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
場

で
は
殺
戮
、
凌
辱
の
荒
々
し
さ
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
た
蒙
軍
、
住
民
残
滅
に
容
赦
は

な
か
っ
た
。

　■
 

水
中
考
古
学
と
鷹
島

長 崎 県

 鷹  島 町 長
たか しま

宮 本 正 則
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随 想
　

戦
争
は
い
つ
の
世
に
も
人
間
の
狂
気
と

惨
忍
性
を
呼
ぶ
。
第
二
次
大
戦
下
の
ヒ
ト

ラ
ー
の
虐
殺
、
南
京
事
件
の
例
な
ど
実
証

に
は
こ
と
欠
か
ぬ
の
だ
。
元
軍
博
多
湾
侵

入
は
十
月
十
九
日
早
暁
だ
。
翌
二
十
日
暁

闇
を
衝
い
て
箱
崎
博
多
方
面
へ
二
万
の
主

力
が
続
々
と
上
陸
を
開
始
し
た
。
こ
の

日
、
同
方
面
の
日
本
軍
総
大
将
は
大
宰
少

弐
景
資
が
陣
頭
指
揮
し
合
戦
は
朝
か
ら
日

没
ま
で
続
い
た
。
西
の
佐
原
、
赤
坂
方
面

に
は
高
麗
軍
が
百
道
原
の
海
岸
か
ら
上

陸
、
西
の
今
津
に
は
洪
茶
丘
の
率
い
る
蒙

軍
勢
が
上
陸
し
た
。

    
戦
闘
は
た
ち
ま
ち
大
激
戦
と
な
り
、
武

士
団
は
戦
闘
方
式
の
違
い
や
火
石
弾
の
連

射
で
苦
戦
に
陥
っ
た
が
、
こ
の
戦
闘
で
敵

騎
の
包
囲
を
衝
い
て
駆
け
た
少
弐
景
資

が
、
死
中
に
活
と
振
り
向
き
ざ
ま
に
射
た

矢
は
左
副
元
師
劉
復
亨
副
司
令
官
（
高
麗

人
）
を
馬
か
ら
射
ち
落
と
し
た
。
武
士
団

の
一
騎
討
ち
戦
闘
に
対
し
元
軍
は
集
団

戦
。
矢
じ
り
に
毒
を
塗
り
短
弓
で
遠
く
飛

び
鉄
砲
の
新
兵
器
火
薬
も
あ
っ
た
。
当
時

日
本
人
は
火
薬
を
知
ら
な
か
っ
た
。
刀
槍

弓
の
闘
技
だ
け
が
本
領
だ
っ
た
の
で
あ

る
。「
八
幡
愚
童
記
」は
こ
の
合
戦
の
様
を

「
博
多
、
箔
崎
ヲ
打
捨
テ
、
多
ク
ノ
大
勢
、

一
日
ノ
合
戦
ニ
タ
ヘ
カ
ネ
テ
落
チ
コ
モ
ル

コ
ソ
口
惜
ケ
レ
」
と
記
し
、
戦
闘
に
疲
れ

果
て
水
域
の
城
に
立
て
籠
も
っ
た
日
本
軍

の
姿
を
描
い
て
い
る
。
武
神
を
祭
る
箔
崎

八
幡
宮
も
こ
の
日
焼
け
落
ち
た
。
だ
が
、

元
軍
は
薄
暮
追
撃
を
止
め
、
何
故
か
元
船

へ
引
き
揚
げ
た
。
夜
半
、
忽
然
と
大
風
雨

起
こ
る
。
多
く
の
軍
船
は
難
破
、
溺
死
者

数
知
れ
ず
、
溺
死
、
戦
死
合
わ
せ
て
無
慮

一
万
三
千
五
百
人
と
「
高
麗
史
」
は
記
し

て
い
る
。
忻
都
、
洪
茶
丘
、
劉
復
亨
ら
将

領
ら
が
元
都
�
京
に
帰
り
着
い
た
の
は
翌

年
一
月
だ
と
い
う
。

　

難
破
し
た
軍
船
は
元
が
船
匠
に
強
制
し

て
造
ら
せ
た
も
の
だ
。
元
の
日
本
侵
寇
に

た
め
軍
糧
や
造
船
の
苦
役
を
負
い
、
遠
征

軍
に
駆
り
出
さ
れ
て
玄
海
の
藻
屑
と
な
っ

た
高
麗
民
衆
も
哀
れ
で
あ
る
。
高
麗
を
服

属
さ
せ
て
い
た
元
は
、
高
麗
に
元
軍
を
駐

留
さ
せ
武
力
の
威
嚇
で
支
配
し
て
い
た
。

日
本
遠
征
に
も
高
麗
六
千
を
動
員
し
、
元

高
連
合
軍
を
編
成
し
て
い
た
。
現
代
の
日

米
関
係
に
酷
似
す
る
も
の
を
思
わ
せ
る
。

文
永
の
役
は
か
く
し
て
終
幕
し
た
。

　

元
帝
忽
必
烈
の
日
本
侵
略
の
意
図
は
こ

の
敗
北
で
も
消
え
な
か
っ
た
。
翌
年
の
四

月
十
六
日
（
建
治
元
年
）
日
本
に
朝
貢
と

服
属
を
求
め
る
宣
諭
日
本
使
が
長
門
の
室

津
に
着
い
た
。
そ
の
国
使
は
モ
ン
ゴ
ル
人

社
世
忠
、
漢
人
の
何
文
著
、
高
麗
人
徐
賛

ら
が
上
位
の
全
権
使
。
八
月
、
太
宰
府
は

彼
等
を
鎌
倉
に
護
送
し
た
。
執
権
時
宗
は

こ
の
元
使
を
悉
く
竜
ノ
口
で
斬
首
し
た
。

九
月
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
幕
府

は
博
多
湾
の
石
塁
構
築
を
大
規
模
に
着
手

し
た
。
防
塁
工
事
は
要
害
石
紫
地
役
と
い

い
、
そ
の
費
用
負
担
は
国
内
総
て
の
領
主

に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
現
在
で
い
う
軍
備

費
の
増
徴
で
あ
る
。

　

他
方
、
元
は
再
度
の
遠
征
を
企
図
し
高

麗
と
南
宋
に
造
船
命
令
を
出
し
そ
の
準
備

を
す
る
と
共
に
一
方
で
は
服
属
勧
告
の
使

者
を
再
び
派
し
た
。
使
者
が
対
馬
に
到
着

し
た
の
は
初
夏
の
頃
。
だ
が
今
度
は
鎌
倉

に
送
る
こ
と
も
な
く
、
博
多
で
全
員
が
斬

首
さ
れ
た
。
伝
え
聞
い
た
元
側
が
激
怒
し

た
の
は
当
然
だ
が
、
元
帝
忽
必
烈
は
日
本

再
遠
討
の
軍
を
起
こ
す
。
越
え
て
弘
安
四

年
夏
高
麗
軍
を
主
軸
と
す
る
東
路
軍
四
万

軍
船
九
百
隻
。
南
宋
軍
を
主
軸
と
し
た
江

南
軍
十
万
二
千
、
軍
船
三
千
五
百
隻
。
遠

征
軍
の
主
力
は
江
南
軍
で
あ
り
慶
元
（
寧

波
）
と
舟
山
島
か
ら
六
月
半
ば
に
進
発
し

て
い
る
。
東
路
軍
は
五
月
三
十
一
日
そ
の

一
部
が
対
馬
に
上
陸
し
、
六
月
六
日
博
多

の
沖
、
志
賀
島
に
迫
っ
た
。
志
賀
島
の
彼

我
の
攻
防
激
戦
は
約
一
週
間
、
日
軍
の
小

舟
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
的
夜
襲
で
戦
意
が
衰
え

た
の
か
十
三
日
に
は
鷹
島
周
辺
に
退
い

た
。
江
南
軍
の
主
力
が
平
戸
、
五
島
一
帯

に
姿
を
現
し
た
の
は
六
月
末
。
一
部
は
東

路
軍
と
合
し
壱
岐
を
襲
っ
た
。

　

そ
の
戦
闘
は
激
烈
で
、
御
厨
か
ら
壱
岐

に
押
し
渡
っ
た
太
宰
府
守
護
少
弐
景
資
と

父
景
能
は
負
傷
、
子
資
時
（
十
九
才
）
は

討
ち
死
に
し
た
。
松
浦
党
、
竜
造
寺
な
ど

の
兵
数
万
や
薩
摩
の
軍
勢
が
壱
岐
の
戦
い

に
奮
戦
し
て
い
る
。
壱
岐
の
戦
い
後
、
東

路
軍
と
江
南
軍
は
平
戸
で
合
流
し
、
そ
の

主
力
は
鷹
島
に
移
動
し
て
い
る
。
鷹
島
を

作
戦
要
衝
の
地
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
て
閏
七
月
一
日
夜
半
に
吹
き
そ
め

た
北
西
の
風
は
暴
風
と
化
し
、
玄
海
の
怒

濤
は
岩
を
噛
み
船
を
砕
い
た
。
軍
船
の
残

骸
は
海
に
漂
奔
し
、
鷹
島
の
浜
に
打
ち
上

げ
ら
れ
た
軍
兵
五
千
余
と
い
う
。
数
万
の

兵
は
海
に
の
ま
れ
、
そ
の
損
耗
数
を
知
ら

ず
「
元
史
」
に
は
「
十
に
、
一
、
二
を
存

ず
」
の
み
と
あ
り
、
ま
た
「
師
を
失
う
こ

と
十
に
七
、
八
」
と
あ
る
。
ま
さ
に
元
軍

潰
滅
の
打
撃
を
受
け
た
。
日
本
武
士
団
が

残
敵
掃
討
に
押
し
寄
せ
捕
虜
数
千
を
斬
っ

た
。
博
多
か
ら
今
津
、
鷹
島
の
対
岸
、
御

厨
か
ら
平
戸
方
面
へ
か
け
元
兵
の
遺
骸
は

る
い
る
い
と
横
た
わ
っ
た
。
今
も
今
津
の

北
方
に
あ
る
蒙
古
塚
や
鷹
島
の 
首
除 
、
血

く
び
の
き

浦
、
地
獄
谷
な
ど
の
地
名
は
、
こ
の
戦
い

の
名
残
で
あ
る
。

　

神
崎
港
の
海
岸
で
貝
掘
り
の
中
で
発
見

し
た
管
軍
総
把
印
、
至
元
十
四
年
造
と
刻

印
さ
れ
た
青
銅
印
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
博

物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
管
軍
総
把
印
と

同
一
の
も
の
で
、
当
時
の
指
揮
官
（
中
隊

長
）
ク
ラ
ス
と
言
わ
れ
て
お
り
、
大
変
貴

重
な
も
の
だ
。
そ
の
他
貴
重
な
遺
物
と
し

て
木
製
の 
碇 
が
あ
る
。
長
さ
約
八
米
は
あ

い
か
り

る
大
き
な
碇
で
、
こ
の
碇
か
ら
想
定
す
る

と
、
船
の
長
さ
は
約
四
十
米
も
あ
る
当
時

と
し
て
は
大
形
船
で
そ
の
船
の
復
元
の
計

画
も
あ
り
楽
し
み
で
あ
る
。

　
 
ま
た
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
始
ま
っ
た

水
中
考
古
学
の
発
掘
作
業
は
遺
品
の
数
も

数
万
点
に
及
ん
で
お
り
、
中
で
も
一
昨
年

発
掘
さ
れ
た
「
て
つ
は
う
」
は
竹
崎
季
長

の
元
冦
来
襲
絵
詞
の
な
か
に
画
か
れ
て
い

る
も
の
で
貴
重
だ
。
他
に
青
磁
の
茶
碗
、

水
が
め
、
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
船
の
バ
ラ
ス
ト

と
し
て
使
用
し
た
で
あ
ろ
う
、
セ
ン
（
レ

ン
ガ
）
等
々
紙
面
の
都
合
で
割
愛
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
引
き
揚
げ
る
ば
か
り

で
な
く
、
確
実
に
保
存
が
出
来
る
事
を
確

認
し
な
が
ら
慎
重
に
作
業
を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
果
て
し
な
く
続
く

で
あ
ろ
う
水
中
考
古
学
の
メ
ッ
カ
で
あ
る

事
に
は
間
違
い
な
く
七
百
二
十
年
前
に
こ

の
地
で
華
々
し
く
散
っ
た
彼
我
将
兵
の
冥

福
を
祈
っ
て
止
ま
な
い
。
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結
婚
式
の
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
を
頼

ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
ド
キ
ド
キ
し
っ

ぱ
な
し
で
料
理
の
味
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
�
。こ
ん
な
経
験
を
お
も
ち
の
方
が

少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。も
と
も
と
日

本
人
は
、
大
勢
の
人
の
前
で
話
す
と
い

う
習
慣
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
せ
い
か
、

概
し
て
話
し
べ
た
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。事
実
、
会
議
な
ど
で
理
路
整
然
と

し
た
発
言
を
す
る
の
は
、
い
つ
も
ほ
ん

の
わ
ず
か
の
決
ま
っ
た
顔
ぶ
れ
、
た
い
て

い
の
人
は
も
っ
ぱ
ら
聞
き
役
で
、
た
ま
に

指
名
さ
れ
て
も
シ
ド
ロ
モ
ド
ロ
と
い
う

光
景
は
、
社
内
で
よ
く
見
か
け
ま
す
。

　

し
か
し
、
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
す

二
十
一
世
紀
の
ビ
ジ
ネ
ス
戦
線
に
あ
っ

て
は
、
自
己
表
現
は
何
よ
り
も
必
須
の

も
の
。
自
分
の
意
見
や
提
案
を
大
勢
の

人
の
前
で
要
領
よ
く
発
表
し
、
納
得
さ

せ
る
技
術
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
ご

存
じ
の
と
お
り
。
と
な
れ
ば
、
あ
な
た

に
と
っ
て
成
功
へ
の
道
は
、
ま
ず
話
上

手
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
。
年
度
替

わ
り
を
控
え
た
多
忙
な
三
月
。
さ
っ
そ

く
次
の
よ
う
な
要
領
で
話
し
方
の
訓
練

を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

①
無
理
を
し
て
も
一
言
い
う
習
慣
を　

　

話
し
グ
セ
を
つ
け
る
こ
と
が
第
一
歩
。

同
僚
と
の
雑
談
や
簡
単
な
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
の
と
き
に
試
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

②
素
直
に
ゆ
っ
く
り
し
ゃ
べ
ろ
う　
　

　

最
初
か
ら
う
ま
く
話
そ
う
と
気
負
い

こ
ん
だ
り
せ
ず
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を

.  
そ
の
ま
ま
口
に
し
て
み
る
こ
と
で
す
。

③
自
分
の
言
葉
で
話
そ
う　
　

　

む
ず
か
し
い
言
葉
、
か
っ
こ
い
い
表

現
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ

く
ま
で
も
、
普
段
ど
お
り
の
言
葉
で
十

分
。

④
自
信
を
も
と
う

　

日
本
語
で
あ
れ
ば
必
ず
通
じ
ま
す
。

お
ず
お
ず
、
オ
ド
オ
ド
す
る
必
要
は

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
堂
々
と
し
た

態
度
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑤
話
題
を
仕
入
れ
て
お
こ
う　

　

何
を
話
す
に
し
て
も
話
題
が
大
切
。

新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
な
ど
を
よ
く
見

て
、
幅
広
い
ネ
タ
を
集
め
て
お
く
こ
と

が
肝
心
。

⑥
録
音
を
し
て
自
分
の
声
に
慣
れ
よ
う

　

自
分
の
声
に
慣
れ
る
と
、
ス
ム
ー
ズ

に
向
か
っ
て
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
朗
読
を

し
た
り
し
て
何
回
も
聞
き
な
お
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
声
の
大
き
さ
、
抑
揚
、
間

の
取
り
方
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
で
き
れ

ば
、
上
達
も
早
ま
り
ま
す
。

ら
く
ら
く
仕
事
術

話
し
上
手
に

　
　
　
な
る
秘
訣

話
し
上
手
に

　
　
　
な
る
秘
訣
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総
務
省
消
防
庁
は
こ
の
ほ
ど
、
平
成
十

四
年
版
消
防
白
書
を
公
表
し
た
。

　

平
成
十
三
年
の
出
火
件
数
は
、
六
万

三
、
五
九
一
件
（
対
前
年
比
一
、
一
三
七

件
増
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
内
訳
は
、

建
物
火
災
が
三
万
四
、
一
三
〇
件
（
構
成

割
合
五
三
・
七
％
）
で
最
も
多
く
、
次
い

で
、
車
両
火
災
が
八
、
四
五
四
件
（
同
一

三
・
三
％
）、
林
野
火
災
が
三
、
〇
〇
七
件

（
同
四
・
七
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他

（
道
路
、
枯
草
、
広
告
等
）
の
火
災
が
一
万

七
、
八
六
九
件
（
同
二
八
・
一
％
）
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
出
火
原
因
は
、
放
火
が

八
、
一
二
〇
件
（
同
一
二
・
八
％
）
で
最

も
多
く
、
次
い
で
、
た
ば
こ
が
六
、
七
六

九
件
（
同
一
〇
・
六
％
）、
放
火
の
疑
い
が

六
、
二
八
八
件
（
同
九
・
九
％
）
と
な
っ

て
い
る
。

　

消
防
体
制
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
四

月
一
日
現
在
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の

常
備
化
市
町
村
は
、
三
、
一
五
八
市
町
村

で
、
常
備
化
率
は
市
町
村
数
で
九
八
・
一

％
（
市
は
一
〇
〇
％
、
町
村
は
九
七
・
六

％
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
九
〇
〇
あ

る
消
防
本
部
の
う
ち
、
組
合
に
よ
る
も
の

は
、
四
七
五
本
部
に
達
し
て
お
り
、
そ
の

構
成
市
町
村
数
二
、
五
二
九
市
町
村
は
、

常
備
化
市
町
村
全
体
の
八
〇
・
一
％
に
相

当
す
る
。
な
お
、
消
防
団
は
三
、
六
二
七

団
、
消
防
団
員
は
九
三
万
七
、
一
六
九
人

で
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
市
町
村
に
設
け
ら

れ
て
い
る
。
団
員
数
は
減
少
傾
向
に
あ

り
、
十
年
前
の
平
成
四
年
四
月
一
日
現
在

と
比
べ
、
四
万
九
、
八
二
七
人
（
五
・
〇

％
）
も
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
女

性
団
員
に
つ
い
て
は
、
八
、
二
三
四
人
増

え
て
一
万
一
、
五
九
七
人
と
な
っ
て
い

る
。

平
成
十
四
年
版
消
防
白
書
を
公
表

―
総
務
省
消
防
庁
―

森
林
法
改
正
案
国
会
提
出

〜
森
林
整
備
と
治
山
事
業
の
一
体
的
推
進
〜

　

政
府
の
『
観
光
カ
リ
ス
マ
百
選
』
選
定

委
員
会
は
こ
の
ほ
ど
、
観
光
振
興
の
実
績

が
あ
る
「
カ
リ
ス
マ
」
を
選
定
、
公
表
し

た
。

　

従
来
型
の
個
性
の
な
い
観
光
地
が
低
迷

す
る
中
、
各
観
光
地
の
魅
力
を
高
め
る
た

め
に
は
、
観
光
振
興
を
成
功
に
導
い
た

人
々
の
類
い
希
な
努
力
に
学
ぶ
こ
と
が
極

め
て
効
果
が
高
く
、
各
地
で
観
光
振
興
に

が
ん
ば
る
人
を
育
て
て
い
く
た
め
、
そ
の

先
達
と
な
る
人
々
を
「
カ
リ
ス
マ
」
と
し

て
選
定
、
今
回
第
一
陣
と
し
て
一
一
人
を

選
定
し
た
。

　

自
治
体
関
係
者
で
は
、
長
野
県
町
村
会

長
の
唐
沢
小
布
施
町
長
が
、
景
観
整
備
や

花
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
な
ど
、
住
民
が
主

役
と
な
っ
て
進
め
る
ま
ち
づ
く
り
運
動
を

成
功
さ
せ
、
年
間
一
二
〇
万
人
が
訪
れ
る

町
へ
と
変
貌
さ
せ
た
実
績
を
認
め
ら
れ
、

選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
熊
本
県
小
国
町
の
宮
崎
町
長

は
、
都
市
と
の
交
流
や
山
村
の
自
然
・
歴

史
・
文
化
・
人
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど
か
ら

な
る
新
し
い
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
考
え
方

を
提
唱
、「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
実
践
に
お
い

て
時
代
の
先
端
を
走
る
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
兵
庫
県
八
千
代
町
の
細
尾
産

業
課
長
は
、
観
光
資
源
の
乏
し
い
中
山
間

地
域
の
環
境
を
逆
手
に
と
り
、
都
市
住
民

向
け
の
滞
在
型
市
民
農
園
を
企
画
、
都
市

住
民
と
地
域
住
民
の
交
流
を
促
し
定
住
化

へ
結
び
つ
け
る
な
ど
、
地
域
の
活
性
化
に

貢
献
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
選
定
さ
れ

て
い
る
。

　

同
委
員
会
で
は
、
今
後
も
順
次
、
観
光

カ
リ
ス
マ
を
選
定
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。

「
観
光
カ
リ
ス
マ
」
を
選
定

　

政
府
は
、
こ
の
程
森
林
法
の
一
部
改
正

案
を
国
会
に
提
出
し
た
。
今
回
の
改
正

は
、
公
益
的
機
能
が
低
下
し
た
森
林
の
増

加
等
、
最
近
の
森
林
及
び
林
業
を
め
ぐ
る

諸
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
森
林
の
保

全
の
目
標
等
を
全
国
森
林
計
画
等
の
計
画

事
項
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
保
安
林
に

お
い
て
択
伐
（
一
定
の
基
準
に
達
し
た
樹

木
だ
け
を
選
ん
で
伐
採
す
る
こ
と
）
を
行

う
場
合
の
伐
採
許
可
手
続
の
簡
素
化
を
は

か
る
た
め
の
も
の
。

　

森
林
計
画
制
度
に
つ
い
て
は
、
①
森
林

保
全
目
標
を
全
国
森
林
計
画
及
び
地
域
森

林
計
画
の
計
画
事
項
と
す
る
と
と
も
に
、

②
国
は
全
国
森
林
計
画
に
掲
げ
る
森
林
の

整
備
及
び
保
全
の
目
標
等
の
達
成
に
資
す

る
た
め
、
五
年
ご
と
に
森
林
整
備
保
全
事

業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
森
林
整

備
事
業
と
治
山
事
業
と
を
総
合
的
か
つ
効

果
的
に
推
進
す
る
。

　

保
安
林
に
お
い
て
択
抜
を
行
う
場
合
の

伐
採
許
可
手
続
に
つ
い
て
は
、
①
森
林
所

有
者
が
指
定
施
業
要
件
に
適
合
し
た
択
伐

に
よ
り
立
木
を
伐
採
す
る
場
合
の
手
続
き

を
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
か
ら
事
前
届

出
に
簡
素
化
す
る
。
②
た
だ
し
、
都
道
府

県
知
事
は
、
①
の
届
出
書
の
内
容
が
指
定

施
業
要
件
に
適
合
し
な
い
場
合
、
変
更
す

べ
き
旨
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③

都
道
府
県
知
事
は
、
①
の
届
出
書
を
提
出

せ
ず
に
択
伐
を
行
う
者
に
対
し
、
造
林
に

必
要
な
行
為
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
―

等
の
改
正
を
行
う
。

　

な
お
、
こ
の
森
林
法
の
改
正
に
伴
い
、

治
山
緊
急
措
置
法
は
二
〇
〇
三
年
度
末
に

廃
止
す
る
。
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